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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、ビタミン K拮抗経口抗凝固薬（ワーファリン錠等）投与中

のモニタリングとして PTの算定は認められるが、APTTについては認め

られない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ビタミン K拮抗経口抗凝固薬（ワーファリン錠等）の投与にあたり、投

与量を決定し、投与中の維持投与量の調整のための PT は必須であり算定

は認められる。 

 一方、APTTは当該薬剤の投与量の決定や維持管理の指標として有用性

は低く、ワーファリン錠の添付文書の【用法及び用量】においても「本剤

は、血液凝固能検査（プロトロンビン時間及びトロンボテスト）の検査値

に基づいて、本剤の投与量を決定し、血液凝固能管理を十分に行いつつ使

用する薬剤である。」とあり、血液凝固能検査に APTTの記載はない。 

 したがって、ビタミン K拮抗経口抗凝固薬（ワーファリン錠等）のモニ

タリングとして、PT の算定は認められるが、APTT については認められ

ないと整理した。 

 


